
議案第６３号

あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年８月２５日

提出者 あきる野市長 中 嶋 博 幸

提案理由

使用料の額を改める必要がある。

あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例（平成９年あきる野市条例第８号）の一

部を次のように改正する。

別表第５（備考第８項の表を除く。）使用料の欄を次のように改める。

使用料

個人使用 団体貸切使用

大人 子供

（中学生以下）

市内在住在勤者 左記以外の者

市内在住

在勤者

左記以外の者 市内在住者 左記以外の者

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 ２，４００円 ７，２００円

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 １，２００円 ３，６００円

― ― ― ― ４８０円 １，４４０円

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 １，１００円 ３，３００円

１２０円 １８０円 ― ― ― ―

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 １，１００円 ３，３００円

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 １，１００円 ３，３００円

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 １，１００円 ３，３００円

２５０円 ３７０円 １００円 １５０円 ２１，６００円 ４３，２００円

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 ２，４００円 ７，２００円

１２０円 １８０円 ５０円 ７０円 ２，２００円 ６，６００円

１８０円 ２７０円 ― ― ― ―

― ― ― ― ４５０円 １，３５０円

― ― ― ― ４５０円 １，３５０円

― ― ― ― ９００円 ２，７００円

２５０円 ３７０円 １００円 １５０円 ２１，６００円 ４３，２００円

１００円 １００円 ５０円 ５０円 ― ―

１５０円 １５０円 ７０円 ７０円 ９，０００円 ２７，０００円

１２０円 １８０円 ― ― ― ―

１５０円 １５０円 ― ― ― ―

３００円 ３００円 ― ― ― ―

― ― ― ― ５５０円 １，６５０円

― ― ― ― １，３００円 ３，９００円

― ― ― ― ８００円 ２，４００円

― ― ― ― ８００円 ２，４００円

― ― ― ― １，３００円 ３，９００円

― ― ― ― ５００円 １，５００円



別表第５備考第８項の表中

「

」

「

」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前のあきる野市体育施設の設置及び管理に

関する条例の規定により承認を受けている者の使用料及び利用料金については、なお従前

の例による。

― ― ― ― 無料 ―

― ― ― ― ９００円 ２，７００円

― ― ― ― １，８００円 ５，４００円

― ― ― ― １，３００円 ３，９００円

― ― ― ― １，５００円 ４，３００円

― ― ― ― ８００円 ２，４００円

無料 ― ―

― ― ― ― １，３００円 ３，９００円

― ― ― ― ８００円 ２，４００円

― ― ― ― ２，６００円 ７，８００円

― ― ― ― ８００円 ２，４００円

― ― ― ― ５５０円 １，６５０円

― ― ― ― ４５０円 １，３５０円

― ― ― ― ２５０円 ７５０円

― ― ― ― ２５０円 ７５０円

３，０００円 ６，０００円 １，５００円 ３，０００円
を

６，０００円 １２，０００円 ３，０００円 ６，０００円

３，２００円 ６，４００円 １，６００円 ３，２００円
に改める。

６，６００円 １３，２００円 ３，３００円 ６，６００円


